
様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z3000001 弁護士法第72条の見直し 弁護士法第７２条

弁護士法第７２条は、同法が例外として定め
る場合を除いて、弁護士でない者が報酬を
得る目的で法律事務の取扱いを業とするこ
とを禁止している。

一部ａ
一部ｄ 一部Ⅰ

　司法制度改革審議会意見（平成１３年６月
１２日）及びこれにのっとって作成された司法
制度改革推進計画（平成１４年３月１９日閣
議決定）を受け、司法制度改革推進本部事
務局の法曹制度検討会において、弁護士法
第７２条について、隣接法律専門職種の業
務内容や会社形態の多様化などの変化に
対応する見地からの企業法務等との関係も
含め検討した上で、規制対象となる範囲・態
様に関する予測可能性を確保するための所
要の措置として、法務省が「グループ企業間
の法律事務の取扱いと弁護士法第７２条の
関係について」を公表。
　なお、弁護士法以外の法律において同法
第７２条の例外が定められていることを明確
化する旨の弁護士法第７２条ただし書の改
正を含む「司法制度改革のための裁判所法
等の一部を改正する法律（平成１５年法律第
１２８号）」が第１５６回国会で成立（平成１６
年４月１日施行）。

5033 5033024 社団法人日本損害保
険協会 11 弁護士法第72条の見直し

弁護士法第72条但書を改め、他の法律の規
定により認められる場合にも、弁護士でない
者の法律事務の取扱を認める。他の法律の
規定によって行なわせることが適当でない法
律事務（訴訟の代理など）は弁護士法にお
いて明確化する。

z3000002 弁護士法の改正 旧弁護士法第３３条２項第８
号、第４６条第２項第１号

（弁護士の調査権について）
（参考）弁護士は、受任している事件につい
て、所属弁護士会に対して、公務所又は公
私の団体に照会して必要な事項の報告を求
めることができる。弁護士会は、右申請に基
づき，公務所又は公私の団体に照会して必
要な事項の報告を求めることができる（弁護
士法第２３条の２）。
（弁護士の相談料について）
　日本弁護士連合会及び弁護士会の会則に
より弁護士報酬の標準を示す規定が定めら
れているが、司法制度改革のための裁判所
法等の一部を改正する法律（平成１５年法律
第１２８号）により日本弁護士連合会及び弁
護士会の会則の記載事項から弁護士報酬
の標準を示す規定（旧弁護士法第３３条２項
第８号、第４６条第２項第１号）が削除された
（平成１６年４月１日施行）。

ｃ

　「弁護士のみの調査権を当事者に付与す
べき」との点については、要望の趣旨が不明
なため、回答できない。
　弁護士の相談料を規則化することについ
ては、弁護士間の適正な競争を確保するた
め、司法制度改革のための裁判所法等の一
部を改正する法律（平成１５年法律第１２８
号）により、日本弁護士連合会及び弁護士
会の会則の記載事項から弁護士報酬の標
準を示す規定（旧弁護士法第３３条２項第８
号、第４６条第２項第１号）を削除したところ
であり（平成１６年４月１日施行）、弁護士に
対する相談料金を拘束するような規則を設
けることは妥当でない。

5142 5142002 個人 11 弁護士法の改正 調査権の事件当事者側の委譲及び取得報
酬規定を設置すべきである。

z3000003 行政機関に対する司法による
監視の改善 行政事件訴訟法 ａ Ⅰ

１. 我が国政府は、行政訴訟制度の見直しに
ついて、平成１４年３月１９日に閣議決定され
た司法制度改革推進計画に従い、司法制度
改革推進本部において開催している行政訴
訟検討会において、来年の通常国会への改
正法案の提出に向けて検討を進めている。

２. 米側要望のうち、①の、原告適格につい
て必要な修正を改正案に含めることについ
ては、その点も含めて、現在、行政訴訟検討
会において検討が進められている。
また、②の、改正案を国民に公表するとの点
については、行政訴訟検討会の検討状況を
常時インターネットで公表しているほか、行
政訴訟検討会における主な検討事項に対し
て本年６月30日から８月11日まで国民から
の意見募集を行った。

5071 5071089 米国 11 行政機関に対する司法による
監視の改善

①　包括的見直しに、行政による規則や決
定に対する司法による再審理を求める者に
課せられた既存の要件に必要な修正を加
え、行政による規制行為の結果、根本をな
す法制度の広範にわたる利害関係の範疇
に属する損害を被った者は、そのような行為
を適切な裁判所に提訴することができるもの
とする。
②　司法制度改革推進本部がこの分野にお
いて提起する改正案の詳細をパブリック・コ
メントに付するため公表する。
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（特記事項）

5033 5033024 社団法人日本損害保
険協会 11 弁護士法第72条の見直し

弁護士法第72条但書を改め、他の法律の規
定により認められる場合にも、弁護士でない
者の法律事務の取扱を認める。他の法律の
規定によって行なわせることが適当でない法
律事務（訴訟の代理など）は弁護士法にお
いて明確化する。

子会社業務の円滑な運用、子会社の統合、
事務量及び経費の合理化が図れる。グルー
プの組織再編、合理化に資する。

グループ経営の進む中で、親会社やグルー
プ内の一部の会社に法務部門等を集約する
ことが機能的にも費用的にも合理的である
ため、グループ内の会社の法廷外法律事務
（法務関連業務等）を相互委託できるように
していただきたい。

弁護士法第72条
法務省
司法制度改革
推進本部

5142 5142002 個人 11 弁護士法の改正 調査権の事件当事者側の委譲及び取得報
酬規定を設置すべきである。

弁護士のみの調査権は不合理で当事者に
限定付与すべきである。また、弁護士への
相談料金の不規則により5000円、10000円と
各人ごとで異なり、問題である。

弁護士法
司法制度改革
推進本部
法務省

5071 5071089 米国 11 行政機関に対する司法による
監視の改善

①　包括的見直しに、行政による規則や決
定に対する司法による再審理を求める者に
課せられた既存の要件に必要な修正を加
え、行政による規制行為の結果、根本をな
す法制度の広範にわたる利害関係の範疇
に属する損害を被った者は、そのような行為
を適切な裁判所に提訴することができるもの
とする。
②　司法制度改革推進本部がこの分野にお
いて提起する改正案の詳細をパブリック・コ
メントに付するため公表する。

法の支配に基づく近代的司法制度の基本原
則は、行政による決定あるいは行為により
不利益を被った者は、裁判所あるいはその
他の独立機関による効果的再審理を求める
ことが可能なことである。これに関連して、米
国は、既存の行政訴訟制度を包括的に見直
し、2004年11月30日までに必要な改善をお
こなうとする日本の公約を高く評価し、日本
に対して、左記の措置を講じることを要請す
る。

司法制度改革
推進本部
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z3000004 改正外弁法に伴う措置の円
滑な実施

①司法制度改革のための裁
判所法等の一部を改正する
法律　附則第１条第３号

①平成１５年７月２５日に、司法制度改革の
ための裁判所法等の一部を改正する法律が
公布された。この法律において一部改正さ
れた外国弁護士による法律事務の取扱いに
関する特別措置法については、その一部を
除き、「公布の日から起算して２年を超えな
い範囲内において政令で定める日」から施
行することとされている。

①ｂ ①Ⅱ

①ｂ
　今回の改正は、外国法事務弁護士による
弁護士の雇用禁止規制の撤廃や特定共同
事業の廃止、弁護士を雇用する外国法事務
弁護士に対する行為規制など、従来の制度
の枠組みを根本的に見直して、大幅な規制
緩和を行い、弁護士と外国法事務弁護士と
の新たな提携関係について、これまでにな
かった全く新しい制度を導入するものであ
る。このため、様々な側面において、日本弁
護士連合会の会則制定等の準備作業を必
要とするものと考えられ、このような準備期
間として相当な期間を持たせるために施行
時期を「公布の日から２年以内に政令で定
める日」としたものである。
　したがって、改正法の施行日については、
外国法事務弁護士を監督する日本弁護士
連合会から、準備作業の進行状況等につい
て意見を聴くなどした上で、今後の見通しそ
の他の諸事情を踏まえて決定すべきと考え
ている。

5071 5071086 米国 11 改正外弁法に伴う措置の円
滑な実施

①　改正外弁法の提携の自由に関わる条項
が、2004年9月までに施行されるように、必
要なすべての措置を講じる。
②　日本弁護士連合会（日弁連）および地方
弁護士会が、登録された外国法事務弁護士
(外弁) が投票権を有する会員となることを認
めること、 また、外弁が外弁法および弁護
士法の改正に伴う規則、規制の素案作成に
たずさわる全ての委員会、研究会に完全な
かたちで参加することを認めること、さらに、
日弁連がそのような規則および規制の素案
をパブリック・コメントに付するために、最終
決定がなされる代議員会および（あるいは）
総会に相当期間先立って公表することを担
保する。

z3000005 裁判外紛争処理（ＡＤＲ）の促
進

ＡＤＲの拡充・活性化については、司法制度
改革推進本部において開催しているＡＤＲ検
討会における議論を通じて検討を進めてい
るところである。推進本部においては、本年
８月、検討会での検討状況も踏まえ、ＡＤＲ
に関する基本的な法制を整備する場合に必
要となる検討事項全般について考え得る選
択肢も含め整理をした上で、広く国民に対す
る意見募集を行った。また、９月以降の検討
会においては、在日米国商工会議所（ＡＣＣ
Ｊ）も含めた関係団体等からヒアリングを実
施するとともに、意見募集の結果についても
先般、公表したところである。

b Ⅰ

要望事項については、現時点において具体
的な結論を申し上げられる段階にはない
が、司法制度改革推進計画では、来年３月
までに、総合的なＡＤＲの制度基盤を整備す
るために必要な措置を講ずることとされてお
り、推進本部においては、今後とも、意見募
集により提出された意見も十分に踏まえつ
つ、更に検討を深めていきたいと考えてい
る。

5071 5071024 米国 11 裁判外紛争処理（ＡＤＲ）の促
進

２００３年８月、司法制度改革推進本部はＡＤ
Ｒについての報告書をパブリックコメントにか
けるために発表した。報告書とパブリックコメ
ントはADR法案の基礎を作っていくものであ
る。全ての最終法律および規則において適
切なコメントと提言を反映することによって、
関係団体からのコメントそれぞれに対応する
よう米国は日本に求める。オンラインのＢ to
Ｂ及びＢ to Ｃ取引の発展に必要なオンライ
ンでの紛争処理の枠組みを促進する目的の
ために、開かれた、そして柔軟なＡＤＲ体系
を日本が採用することを米国は提言する。オ
ンライン紛争処理の枠組みは以下のことが
可能であるべきである：
III-B-1.  ＡＤＲ中立者及び組織について自己
規則及び自由意志による私的認定に主に依
存する。
III-B-2.   当事者が一般的に、ＡＤＲ手続に
ついての進めの規則、プロセス、標準を決定
する。

z3000006 裁判外紛争処理手続（ＡＤＲ）
の育成

ＡＤＲの拡充・活性化については、司法制度
改革推進本部において開催しているＡＤＲ検
討会における議論を通じて検討を進めてい
るところである。推進本部においては、本年
８月、検討会での検討状況も踏まえ、ＡＤＲ
に関する基本的な法制を整備する場合に必
要となる検討事項全般について考え得る選
択肢も含め整理をした上で、広く国民に対す
る意見募集を行った。また、９月以降の検討
会においては、在日米国商工会議所（ＡＣＣ
Ｊ）も含めた関係団体等からヒアリングを実
施するとともに、意見募集の結果についても
先般、公表したところである。

b Ⅰ

要望事項については、現時点において具体
的な結論を申し上げられる段階にはない
が、司法制度改革推進計画では、来年３月
までに、総合的なＡＤＲの制度基盤を整備す
るために必要な措置を講ずることとされてお
り、推進本部においては、今後とも、意見募
集により提出された意見も十分に踏まえつ
つ、更に検討を深めていきたいと考えてい
る。

5071 5071093 米国 11 裁判外紛争処理手続（ADR）
の育成

①　非弁護士が、調停、仲裁あるいはその
他のADR手続において、一般的に、 中立的
立場で行動することを容認する法案を2004
年に提出する。
②　”原則自由、例外規制”の方針に基づ
き、一般的に自己規制また高い水準のADR
サービスが利用できることを確保しようとす
る市場の圧力に依存するADR体制に向けて
歩を進める。特に、新しいADR体制は、以下
の点を満たすべきである。
　1)　ADR中立者あるいはADRサービス機関
に対して、強制的ADR中立免許制を制度化
することを差し控える。
　2)　ADR手続を使用しようとする関係者が、
一般的に、適用される規則、手順、基準につ
いて合意することを容認することによって、
ADR手続が個々の状況に柔軟に対応するこ
とが出来ることを確保する。
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5071 5071086 米国 11 改正外弁法に伴う措置の円
滑な実施

①　改正外弁法の提携の自由に関わる条項
が、2004年9月までに施行されるように、必
要なすべての措置を講じる。
②　日本弁護士連合会（日弁連）および地方
弁護士会が、登録された外国法事務弁護士
(外弁) が投票権を有する会員となることを認
めること、 また、外弁が外弁法および弁護
士法の改正に伴う規則、規制の素案作成に
たずさわる全ての委員会、研究会に完全な
かたちで参加することを認めること、さらに、
日弁連がそのような規則および規制の素案
をパブリック・コメントに付するために、最終
決定がなされる代議員会および（あるいは）
総会に相当期間先立って公表することを担
保する。

米国は、日本が2003年夏に”外国弁護士に
よる法律事務の取扱に関する特別措置法
(外弁法)”を改正し、外国弁護士と日本弁護
士による提携の自由に関する規制を実質的
に取除いたことを高く評価する。この事は、
遠大な影響をもたらし、また、日本の消費者
が国際的法務サービスを効率的かつ適時に
利用することを可能ならしめるために、ぜひ
とも必要とされるものである。しかし、この法
改正は、可及的速やかに、かつ、改正法の
自由化に向けた目的を損なうことなく実施さ
れるべきである。従って、米国は日本に対し
て、左記の措置を講じることを提案する。

司法制度改革
推進本部
法務省

5071 5071024 米国 11 裁判外紛争処理（ＡＤＲ）の促
進

２００３年８月、司法制度改革推進本部はＡＤ
Ｒについての報告書をパブリックコメントにか
けるために発表した。報告書とパブリックコメ
ントはADR法案の基礎を作っていくものであ
る。全ての最終法律および規則において適
切なコメントと提言を反映することによって、
関係団体からのコメントそれぞれに対応する
よう米国は日本に求める。オンラインのＢ to
Ｂ及びＢ to Ｃ取引の発展に必要なオンライ
ンでの紛争処理の枠組みを促進する目的の
ために、開かれた、そして柔軟なＡＤＲ体系
を日本が採用することを米国は提言する。オ
ンライン紛争処理の枠組みは以下のことが
可能であるべきである：
III-B-1.  ＡＤＲ中立者及び組織について自己
規則及び自由意志による私的認定に主に依
存する。
III-B-2.   当事者が一般的に、ＡＤＲ手続に
ついての進めの規則、プロセス、標準を決定
する。

日本は電子商取引のために先進基盤を成
功裡に発展させてきたが、環境は十分には
利用されていないままである。効率性と安全
性を改善することはオンライン環境への信頼
を高め、人々の日々の必要性に直結したオ
ンラインサービスへの需要と供給を刺激する
であろう。民間が電子商取引の成長へ主要
な責任を担っている一方で、政府は深く介入
しないままで民間の電子商取引の成長を促
進する政策を採用することにより電子商取
引の利用を促進することができるのである。
米国は革新と市場の力によって民間の自主
規制枠組み及び技術的に中立な解決策を
重視しながら電子商取引の発展を奨励する
重要な役割を日本が担うことを求める。

司法制度改革
推進本部

5071 5071093 米国 11 裁判外紛争処理手続（ADR）
の育成

①　非弁護士が、調停、仲裁あるいはその
他のADR手続において、一般的に、 中立的
立場で行動することを容認する法案を2004
年に提出する。
②　”原則自由、例外規制”の方針に基づ
き、一般的に自己規制また高い水準のADR
サービスが利用できることを確保しようとす
る市場の圧力に依存するADR体制に向けて
歩を進める。特に、新しいADR体制は、以下
の点を満たすべきである。
　1)　ADR中立者あるいはADRサービス機関
に対して、強制的ADR中立免許制を制度化
することを差し控える。
　2)　ADR手続を使用しようとする関係者が、
一般的に、適用される規則、手順、基準につ
いて合意することを容認することによって、
ADR手続が個々の状況に柔軟に対応するこ
とが出来ることを確保する。

ADRメカニズムは、個人や企業が紛争を効
果的かつ経済的に解決することを助ける上
で重要な役割を果すことが出来る。米国は、
日本が国内におけるADRの役割を改善する
ために取りつつある措置に勇気づけられる。
容認された国際慣行に完全に一致し、ユー
ザーのニーズに柔軟に対応できるようにす
るためにADRメカニズムの自由な発展を可
能にする日本におけるADR体制は、商業部
門のみならず日本社会全体にとって極めて
大きな利益となる。

司法制度改革
推進本部
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